
水道料金改定までの経緯 

時期 内容 

令和２年１２月 石巻地方広域水道企業団水道事業経営戦略２０２０～２０２９を策定 

「水道料金の見直しが必要な状況」 

令和３年 ５月 水道料金改定に向けて本格的に準備を進めることが決定 

以後，内部で協議を重ねる 

令和３年１１月 ・東松島市に状況説明及び協議 

・石巻地方広域水道企業団議会議長及び副議長に状況説明 

令和３年１２月 石巻地方広域水道企業団経営審議会会長に状況説明 

料金改定に係るプロジェクトチームを発足 

以降，計６回の協議を行う 

・第１回料金改定協議（令和３年１２月２７日） 

・第２回料金改定協議（令和４年 １月１３日） 

・第３回料金改定協議（令和４年 ２月１７日） 

・第４回料金改定協議（令和４年 ３月１４日） 

・第５回料金改定協議（令和４年 ４月１３日） 

・第６回料金改定協議（令和４年 ４月２０日） 

令和４年 １月 東松島市に状況説明及び協議 

令和４年 ２月 石巻地方広域水道企業団経営審議会に対し「石巻地方広域水道企業団水道

料金のあり方について」諮問 

以降，計５回の審議を行う 

石巻地方広域水道企業団水道料金のあり方の審議 

・第１回水道料金のあり方の審議（令和４年 ２月２８日） 

・第２回水道料金のあり方の審議（令和４年 ３月２２日） 

・第３回水道料金のあり方の審議（令和４年 ４月１８日） 

・第４回水道料金のあり方の審議（令和４年 ５月１９日） 

・第５回水道料金のあり方の審議（令和４年 ６月２０日） 

令和４年 ６月 石巻地方広域水道企業団経営審議会から答申 

「水道料金の改定はやむを得ない。将来への負担を先送りせず，安定的な水

道事業経営のため，平均２０％引き上げとすることが適切である。」 

・東松島市に状況説明 

・石巻地方広域水道企業団議会議長及び副議長に状況説明 

令和４年 ７月 石巻地方広域水道企業団議会議員に状況説明 

パブリックコメントを実施 

・募集期間：令和４年７月１日から令和４年８月１０日まで 

令和４年１１月 石巻地方広域水道企業団議会令和４年第３回定例会において，水道料金改

定に係る「石巻地方広域水道企業団給水条例の一部を改正する条例」が可決 

令和５年の４月から毎月の基本料金を一律２０％，使用水量に応じた水量

料金は１６％～２２％引き上げる料金改定をすることが決定 

 


